
第 79 回国民スポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ」 

電子版総合プログラム作成業務 仕様書 
 

１ 委託業務名 

第 79 回国民スポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ」電子版総合プログラム作成業務 

 

２ 業務の目的 

日本スポーツ協会策定の「国民スポーツ大会開催基準要項」に基づき、第 79 回国民ス

ポーツ大会「わた SHIGA 輝く国スポ」（以下、「本大会」という。）の開催にあたり、開催

県において総合プログラムを作成する。作成にあたっては持続可能性に配慮した環境負

荷の軽減に努めるものとし、電子版総合プログラム（以下、「総合プログラム」という。）

を作成する。 

 

３ 業務の履行期間 

契約締結日から令和７年（2025 年）10月 31 日（金）まで 

 

４ 委託業務内容 

総合プログラムの作成 

サイズ A4 サイズ 

総ページ数 100 ページ程度 

   ※ページ数は、記載項目、レイアウト、協賛企業数、編集等により変更する場合がある。 

 

５ 総合プログラムの作成内容 

   受託者は、以下の内容を踏まえ、ページ割り、紙面構成等について、わた SHIGA 輝く国ス

ポ・障スポ実行委員会（以下、「実行委員会」という。）と掲載内容および機能等を協議・決定

した上で総合プログラムを作成する。 

   実行委員会から総合プログラムの作成のために提供するデータの形式は PDF、ai、画像デー

タ等を想定している。 

   また、作成スケジュールは「８ 作成・納品スケジュール（予定）」を想定しているが、契

約締結後、実行委員会と詳細日程を調整の上、決定する。 

(1)  総合プログラムはわた SHIGA 輝く国スポ・障スポ大会ホームページ（以下、「実行委員会

HP」という。）上で動作できるよう作成すること。 

(2)  パソコン・スマートフォン等から閲覧可能であること。また、アプリ等がなくても利用で

きるものとすること。 

 (3) 原稿のうち、実行委員会が指定する箇所に電子書籍内の別ページへのリンクや外部サイト

へのリンク等を埋め込むこと。（250 程度のリンクを想定。リンク先は順次実行委員会から指

定する。） 

(4) ページ構成・デザインについては、以下のとおりとすること 

ア．ユニバーサルデザインに配慮した配色・レイアウトにすること。 

イ．掲載内容およびページ順については【別紙１】のとおりとすること。 



ウ．ロゴ、各競技の基本情報等は実行委員会より提供する。 

(5) ページの遷移は、冊子と同じような感覚でスムーズに行えるようにすること。 

 (6) ページの拡大表示機能を付すること。 

 (7) どのページからでも目次またはページ一覧を表示できるようにすること。 

 (8) 全てのページのサムネイルを表示できるようにすること。 

(9) 実行委員会への納品後も本大会終了までは、実行委員会の指示に基づき、内容の修正対応

等を行うこと。 

 (10) 上記以外でも見やすさ、利便性等が向上する機能および工夫があれば行うこと。 

 

６ 校正  

 (1) 校正回数は制限なしとする。 

 (2) 校正を受ける際に提出する形式は実行委員会が指示するものとするが、基本はカラープリ

ントされた紙面とＰＤＦデータの両方を提出すること。 

   また、関係機関と確認作業を行うため、データの分割等、メールで容易にやり取りできる

容量（１ファイル・３MB程度）かつ、掲載内容が十分確認できる解像度のデータとするこ

と。 

 

７ 納品 

 (1) 下記のデータをＤＶＤ－Ｒ等に格納し提出すること。 

  ア 実行委員会 HP掲載用データ（html 形式） 

  イ PDF データ（全ページ一括版） 

(2) 納品は２回に分けて行うこと。 

 ア 第１回目 

     令和７年８月 29日（金）（予定） 

 イ 第２回目 

     令和７年９月 19日（金）（予定） 

(3) 受託者は、本業務終了後、業務完了報告書を提出すること。 

 

８ 作成・納品スケジュール（予定） 

令和７年６月～８月 25日 原稿作成および校正作業 

令和７年８月 29 日 第１回目 納品 

令和７年９月１日 ～９月 16日 原稿作成および校正作業 

令和７年９月 19 日 第２回目 納品 

令和７年 10 月 31 日 業務完了 

 

 

 

 

 

 



９ 著作権の取扱い 

 (1) 成果品の著作権（著作権法第２７条および第２８条に定める権利を含む）、その他の一切の

権利は、滋賀県または実行委員会に帰属するものとする。 

   また、受託者は、イラストおよびデザインにおける著作者人格権を、将来にわたって行使

しないものとする。 

 (2) 受託者は成果品にかかる著作者人格権を有する場合においても、これを行使しないものと

する。 

 

10 業務の適正な実施に関する事項 

 (1) 関係法令の遵守 

   受託者は、労働基準法、労働関係調整法、最低賃金法その他関係法令を遵守すること。 

 

11 業務の継続が困難になった場合の措置について 

   受託者との契約期間中において、受託者による業務の継続が困難になった場合の措置は、

次のとおりとする。 

 (1) 受託者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合には、実行委員会は契約

の解除ができる。この場合、実行委員会に生じた損害は、受託者が賠償するものとする。 

   なお、次期受託者が円滑かつ支障なく当事業の業務を遂行できるよう、引継ぎを行うもの

とすること。 

 (2) 災害その他の不可抗力等、実行委員会および受託者双方の責に帰すことができない事由に

より業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について協議するものとする。一定期

間内に協議が整わない場合、それぞれ、事前に書面で通知することにより契約を解除できる

ものとする。 

   なお、委託期間終了もしくは契約の解除などにより次期受託者に業務を引き継ぐ際は、円

滑な引継ぎに協力するとともに、必要なデータ等を延滞なく提供すること。 

 

12 大会の中止等が決定した場合の対応 

 (1) 本大会が中止、一部中止、規模縮小などした場合、業務委託の内容および委託等の取扱い

は、実行委員会と受託者が協議の上、決定すること。 

 (2) 実行委員会が本業務委託に係る精算に係る事務を行う際の参考とするため、受託者は実行

委員会から中止等が決定した旨の連絡があるまでの間に実施した業務にかかる費用について

精算したものを実行委員会の指定する日時までに提出すること。 

 

13 その他 

 (1) 本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が生じた場合は、実行委員会および受託者双

方の協議により決定するものとする。 

 (2) 業務の実施にあたっては、実行委員会と緊密な連絡を取り、その指示に従うこと。 

 (3) 実行委員会解散後は、契約に基づく実行委員会の当該成果品に関する権利は、滋賀県に継

承されるものとする。 

 




